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盛 夏 の 候 、 皆 様 に お か れ ま し て は 、 ま す ま す ご 清 栄 の こ と と お 喜

び 申 し 上 げ ま す 。  

6 月 終 わ り は 、と ん で も な い 暑 さ で し た 。座 っ て 仕 事 を し て い る だ

け で 、 汗 が タ ラ タ ラ … 。 汗 が 資 料 に 落 ち る し 、 資 料 は 手 に く っ つ く

し 、 さ ら に 節 電 の お 願 い も あ っ て 、 集 中 が 妨 げ ら れ て 仕 事 に な ら な

か っ た で す (^^;)。 こ の 夏 は 、 ど う な る の で し ょ う ？ 8 月 初 め は 、 恒

例（ ？ ）の 税 理 士 試 験 で す 。当 日 、こ の よ う な 気 温 で あ れ ば 、受 験 生

に 同 情 し ま す 。試 験 会 場 に 行 く だ け で 疲 れ る で し ょ う し 、試 験 会 場 で は ク ー ラ ー が 効 い て い

る（ 効 き す ぎ ）場 所 、効 い て い な い 場 所 、差 が 出 る の は 可 哀 想 で す 。年 に 一 度 の 税 理 士 試 験 。

ベ ス ト パ フ ォ ー マ ン ス を 発 揮 で き る よ う に 祈 っ て い ま す 。  

さ て 、 下 の 写 真 は 神 戸 電 鉄 三 木 駅 で す 。 2018(H30)年 3 月 に 火 災 で 焼 失 し ま し た 。 実 家 の

最 寄 り 駅 で は な い で す が 、 小 学 生 の こ ろ 父 に テ ニ ス に 連 れ て 行 っ て も ら っ た と き に 利 用 し

て い ま し た 。最 近 は 、仕 事 で 月 に 一 度 は 利 用 し ま す 。神 戸 電 鉄 粟 生 線 は 利 用 者 減 少 に よ る 赤

字 で 廃 線 も 噂 さ れ て い ま し た の で「 再 建 す る の か ？ 」と 思

っ て い ま し た が 、 4 年 が か り で 再 建 の 運 び と な り ま し た 。

費 用 は 、大 半 が ふ る さ と 納 税

で 賄 わ れ た そ う で す 。  

と て も き れ い で 立 派 な 駅

に な り ま し た 。利 用 し て い る

身 か ら す る と 嬉 し い で す が 、

電 車 に 乗 っ て い て 利 用 者 が

増 え て い る と は 思 わ な い の

で 、前 途 多 難 で す ね 。こ の 写

真 も 昼 間 な の に 人 が 写 っ て

い ま せ ん (>_<)。  

で も 、 こ れ を 機 会 に 三 木

を 知 っ て も ら い 、 皆 さ ん に

来 て も ら え れ ば い い な と 思

い ま す (^^)。  

で は 、事 務 所 だ よ り 7 月 号

を お 送 り し ま す 。熱 中 症 等 、

く れ ぐ れ も お 気 を 付 け 下 さ

い 。  

 

 

 ☆  お 知 ら せ （ 2022 年 7 月 の 税 務 ）  

 

期   限  項   目  

7 月 11 日  
 

6 月 分 源 泉 所 得 税 ・ 住 民 税 の 特 別 徴 収 税 額 の 納 付 （ 年 2 回 納 付 の 特 例 適 用 者 は 1

月 か ら 6 月 ま で の 徴 収 分 を 7 月 11 日 ま で に 納 付 ）  

7 月 15 日  
 
所 得 税 の 予 定 納 税 額 の 減 額 申 請  

8 月 1 日  
 
所 得 税 の 予 定 納 税 額 の 納 付 (第 1 期 分 ) 

 

5 月 決 算 法 人 の 確 定 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ (法 人 事 業 所 税 )・ 法 人 住 民 税 ＞  

 

2 月 、 5 月 、 8 月 、 11 月 決 算 法 人 の 3 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 1 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

11 月 決 算 法 人 の 中 間 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ 法 人 住 民 税 ＞ (半 期 分 ) 

 

消 費 税 の 年 税 額 が 400 万 円 超 の 2 月 、 8 月 、 11 月 決 算 法 人 の 3 月 ご と の 中 間 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

消 費 税 の 年 税 額 が 4,800 万 円 超 の 4 月 、 5 月 決 算 法 人 を 除 く 法 人 ・ 個 人 事 業 者 の

1 月 ご と の 中 間 申 告 (3 月 決 算 法 人 は 2 ヶ 月 分 ) 

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

  
 

固 定 資 産 税 (都 市 計 画 税 )の 第 2 期 分 の 納 付 （ 7 月 中 に お い て 市 町 村 の 条 例 で 定 め

る 日 ）  

 

 ☆  日 本 版 イ ン ボ イ ス 制 度 ～ 買 手 と し て の 準 備 （ 3） ～   

 

6 月 号 か ら の 続 き で 買 手 と し て の 準 備 で す 。 今 回 は 、 免 税 事 業 者 か ら の 仕 入 に つ い て の 影 響

を お 知 ら せ し ま す 。  

 

3． 仕 入 先 が 登 録 し て い な い 場 合 の 対 応 の 検 討  

課 税 仕 入 で あ っ て も 、 消 費 者 や 免 税 事 業 者 又 は 登 録 を 受 け て い な い 課 税 事 業 者 か ら 行 っ た 課

税 仕 入 れ は 、 仕 入 税 額 控 除 の 対 象 と な り ま せ ん 。  

し た が っ て 、 仕 入 先 が イ ン ボ イ ス 発 行 事 業 者 で あ る か 否 か で 、 仕 入 に 係 る 費 用 の 額 が 変 わ っ

て く る と い う こ と で す 。 イ ン ボ イ ス 発 行 事 業 者 か ら の 仕 入 に つ い て は 、 取 引 総 額 「 本 体 価 格 ＋

税 」 の う ち 「 ＋ 税 」 部 分 は 、 消 費 税 の 申 告 を 通 じ て 、 売 上 に 係 る 消 費 税 額 か ら 控 除 さ れ て 精 算
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さ れ ま す 。 し か し 、 イ ン ボ イ ス 発 行 事 業 者 以 外 か ら の 仕 入 に つ い て は 、 控 除 で き な い 税 額 は 買

手 の 費 用 に な っ て し ま い ま す 。  

こ れ は 、 消 費 税 等 を 外 税 と し て 支 払 っ て い た 場 合 だ け で な く 、 消 費 税 等 を 明 示 せ ず に 支 払 っ

て い た 場 合 に も 生 じ る 問 題 で あ り 、 今 ま で 通 り 消 費 税 相 当 額 を 含 め て 支 払 い を す れ ば 買 手 の 利

益 が 減 少 し 、 消 費 税 等 相 当 額 の 減 額 を す れ ば 売 手 の 利 益 が 減 少 し ま す 。 例 え ば 、  

 

■ 11 万 円 （ 本 体 価 額 10 万 円 ＋ 消 費 税 等 相 当 額 1 万 円 ） の 支 払 い を 継 続 す る 場 合  

（ 消 費 税 と い う 考 え は な く 、 11 万 円 の 売 上 、 仕 入 ）  

売 手 ・ 買 手  
区 分 記 載 請 求 書 等 保 存 方 式  

（ 今 ま で ）  
イ ン ボ イ ス 制 度  影 響  

売 手  

（ 免 税 事 業 者 ）  

売 上 11 万 円  

⇒ 消 費 税 等 相 当 額 も 売 上 に な

る  

売 上 11 万 円  
⇒ 消 費 税 等 相 当 額 も 売 上 に
な る  

影 響 な し  

買 手  

（ 課 税 事 業 者 ）  

仕 入 10 万 円  

⇒ 消 費 税 等 １ 万 円 は 仕 入 税 額

控 除 で き る  

仕 入 11 万 円  
⇒ 仕 入 税 額 控 除 で き な い 。消
費 税 等 相 当 額 が 追 加 費 用 に
な る  

利 益 が 1 万 円

減 少  

（ 法 人 税 や 所

得 税 は 減 る ）  

■ 11 万 円 か ら 10 万 円 の 支 払 い に 変 更 す る 場 合 （ 消 費 税 相 当 額 は 支 払 わ な い ）  

売 手 ・ 買 手  
区 分 記 載 請 求 書 等 保 存 方 式  

（ 今 ま で ）  
イ ン ボ イ ス 制 度  影 響  

売 手  

（ 免 税 事 業 者 ）  

売 上 11 万 円  

⇒ 消 費 税 等 相 当 額 も 売 上 に な

る  

売 上 10 万 円（ 10 万 円 に 変 更 ） 
⇒ 消 費 税 等 相 当 額 の 売 上 が
な く な る  

利 益 が 1 万 円

減 少  

買 手  

（ 課 税 事 業 者 ）  

仕 入 10 万 円  

⇒ 消 費 税 等 1 万 円 は 仕 入 税 額

控 除 で き る  

仕 入 10 万 円（ 10 万 円 に 変 更 ） 
⇒ 仕 入 税 額 控 除 で き な い 。消
費 税 等 相 当 額 を 支 払 わ な い  

影 響 な し   

※  免 税 事 業 者 か ら の 課 税 仕 入 れ に つ い て 、2026(令 和 8)年 9 月 30 日 ま で は そ の 80％ を 、

そ の 後 、2029(令 和 11)年 9 月 30 日 ま で は そ の 50％ を 仕 入 税 額 控 除 の 対 象 と す る 特 例 が

設 け ら れ て い ま す 。 上 記 の 事 例 は 、 こ の 経 過 措 置 が 終 了 し た 時 点 で の 影 響 で す 。  

 

上 記 の よ う に 、 影 響 は 「 大 」 で す 。 買 手 と し て 、 長 年 の 取 引 の 見 直 し も 必 要 に な り ま す 。 た

だ 、 こ ち ら の 売 先 で も 同 じ 検 討 が 行 わ れ て い ま す の で 、 イ ン ボ イ ス の 発 行 事 業 者 に な る か ど う

か は 、 売 手 に と っ て も 買 手 に と っ て も 大 問 題 で す 。  

こ う し た こ と を 踏 ま え て 、 買 手 は 、 「 売 手 が イ ン ボ イ ス 発 行 事 業 者 な の か 否 か 」 を 確 認 し た

上 で 、 売 手 と の 間 で 取 引 の 価 格 を 確 認 す る 必 要 が 生 じ ま す 。 ま た 、 仕 入 先 の 選 定 に 当 た っ て 、

イ ン ボ イ ス 発 行 事 業 者 で な い 者 を 後 回 し に す る と い う 判 断 も あ る で し ょ う 。  

こ の 場 合 、 独 占 禁 止 法 又 は 下 請 法 に 配 慮 す る こ と が 求 め ら れ ま す 。 取 引 上 優 越 し た 地 位 に あ

る 事 業 者 が 、 そ の 地 位 を 利 用 し て 取 引 の 相 手 方 に 対 し て 消 費 税 の 転 嫁 拒 否 等 の 行 為 を 行 う 場 合

は 、 優 越 的 地 位 の 濫 用 と し て 独 占 禁 止 法 上 の 問 題 が 生 じ る 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ 、 ま た 、 資

本 金 の 額 及 び 取 引 の 内 容 か ら 、 下 請 法 の 対 象 と な る 場 合 に お い て 、 発 注 者 で あ る 親 事 業 者 が 、

取 引 先 で あ る 下 請 事 業 者 に 対 し て 消 費 税 の 転 嫁 拒 否 等 の 行 為 を 行 う こ と は 、 下 請 法 上 の 問 題 が

生 じ る も の と 考 え ら れ ま す 。 公 正 取 引 委 員 会 の Ｑ Ａ で も こ の 問 題 を 意 識 し て か 「 売 手 が イ ン ボ

イ ス 発 行 事 業 者 で な い こ と に よ る 取 引 条 件 の 変 更 」に つ い て 注 意 喚 起 さ れ て い ま す 。と は 言 え 、

買 手 と し て は 明 ら か に 負 担 が 増 え ま す 。 会 社 と し て 、 ど う い う 方 針 を 取 る の か 、 決 め て お く 必

要 が あ る と 思 い ま す 。  

 

 

4． 取 引 先 に 、 登 録 の 有 無 と イ ン ボ イ ス の 受 領 方 法 を 確 認  

上 記 の 売 手 の イ ン ボ イ ス 発 行 事 業 者 を 確 認 す る 方 法 と し て 、下 記 の 書 式 が 挙 げ ら れ て い ま す 。 

こ ち ら の 書 式 を 利 用 し て 、 売 手 の 状 況 を 確 認 す れ ば よ い と 思 い ま す 。  

令 和 〇 年 〇 月 〇 日  

株 式 会 社 〇 〇 御 中  

西 田 成 希 株 式 会 社  

適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 登 録 番 号 の ご 通 知 と ご 依 頼  

拝 啓  貴 社 ま す ま す ご 清 栄 の こ と と お 慶 び 申 し 上 げ ま す 。 平 素 よ り 格 別 の ご 高 配 を 賜 り 、

厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

さ て 、 令 和 5 年 10 月 1 日 に 、 適 格 請 求 書 等 保 存 方 式 （ イ ン ボ イ ス 制 度 ） が 開 始 す る 予 定

で す 。そ こ で 、弊 社 の 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 登 録 番 号 を ご 通 知 い た し ま す と と も に 、貴 社 の

登 録 の 状 況 に つ い て お 伺 い い た し ま す 。  

ご 理 解 の う え 、 ご 対 応 い た だ き ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

敬 具  

記  

1． 弊 社 は 、 登 録 申 請 手 続 を 完 了 い た し ま し た の で 、 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 登 録 番 号 を

ご 通 知 い た し ま す 。  

適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 登 録 番 号  Ｔ ××××××××××××× 

 上 記 の 登 録 番 号 は 、国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ の「 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 公 表 サ イ ト 」に て 、 

 ご 確 認 い た だ く こ と が で き ま す 。  

2． 貴 社 が 、 登 録 手 続 き を 完 了 さ れ ま し た ら 、 次 の 事 項 を お 知 ら せ く だ さ い 。  

①  貴 社 の イ ン ボ イ ス 制 度 に 関 す る お 問 い 合 わ せ 窓 口  

②  貴 社 の 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 登 録 番 号  

③  イ ン ボ イ ス の 交 付 方 法  

な お 、 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 の 登 録 を さ れ な い 場 合 は 、 そ の 旨 を ご 連 絡 く だ さ い 。  

以 上  

ご 不 明 な 点 が あ り ま し た ら 、 弊 社 ま で ご 連 絡 い た だ き ま す よ う 、 お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

8 月 号 か ら は 、 具 体 的 な 取 引 に つ い て ど の よ う に 対 応 す る か を お 知 ら せ し ま す （ こ れ が も っ

と や や こ し い で す (T_T)） 。  


